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2026 年度 ⽅針 
 
 ⼀年間におよぶ臨床実習、ならびに臨床実習終了時臨床能⼒試験の受験お疲れ様でし
た。６年⽣への進級おめでとうございます！ 

さて、６年⽣はいよいよこれまでの学修成果を集⼤成すべき最終学年です。これからの
⼀年間は、まさに⻭科医師国家試験に向けての準備期間となります。⼀年間とはいうもの
の、実際には 12 ⽉から最終試験が開始される予定であり、ディプロマポリシーへの到達
状況が評価されますから、実質的には８か⽉余りの準備期間しかありません。この８か⽉
の間に、皆さんがこれまでに学修してきた全ての科⽬に対しての復習を⾏わなければなり
ません。したがって、各科⽬を復習するために残された時間は、均等に割り振るとそれぞ
れ２週間程度しかありません。もちろん科⽬によって学修すべき内容は量が異なりますか
ら、そのことも加味し、残された８か⽉をどのように効果的に配分して学修していくか、
これからの学修計画をまずしっかりと計画することが重要です。学修のスタイルはそれぞ
れ異なりますから、⾃分の学修スタイルに合うように計画を⽴てていただければと思いま
す。計画を⽴てる上で不安のある学⽣さんは、担任の先⽣⽅や学修⽀援室なども積極的に
活⽤していただき、すぐに最終試験までの学修計画を⽴てていただくようお願いします。
残された時間は全国⻭学部の学⽣さん全員に平等に与えられています。しっかりと計画を
⽴て、予定にしたがいコツコツ学修した場合と、無計画に学修した場合とでは、たとえ同
じ時間勉強したとしても、その成果に差を⽣じることは皆さんも想像できると思います。
12 ⽉に全科⽬の学修がどのように仕上がっているかを想定し、完成を⽬指して毎⽇着実に
学修を進めていただきますようお願いします。毎週実施する確認試験や、認定試験、模擬
試験などの各種試験は、⾃分の実⼒を確認するための重要な機会です。合否判定に加味さ
れるされないにかかわらず、必ず受験して⾃分の学修の進⾏状況を確認する⼿段として活
⽤してください。 

⾮常に残念なことですが、現在の⻭科医師国家試験は競争試験化されてしまっています
から、国家試験に合格するためには、全国⻭学部の学⽣さんの中で上位 2000 ⼈の成績に
⼊っておく必要があります。⼀年間孤独に努⼒を続けるのは⼤変なことだと思います。よ
く受験は団体戦である！と⾔われます。６年⽣が⼀致団結し、互いに切磋琢磨し、叱咤激
励し合いながら、全員が 2000 ⼈以内に⼊り、無事⻭科医師国家試験に合格していただけ
ることを⼼から願っております。 
 

神奈川⻭科⼤学 
学⻑ 櫻井 孝 
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・原則として、全ての講義が対⾯形式（⽂部科学省の正式な表現は⾯接形式）です。感染症
流⾏等の状況によっては、⾯接形式とオンライン形式を併⽤することがあります。 

 
・基礎疾患等の極めて特別な理由によりオンライン形式での受講を希望する場合、事前に教

学部に理由書を提出してください。正当な理由と認められた場合に限り許可されます。 
 
・出⽋の確認⽅法：KDU-LMS の出席記録機能 
 
・各種感染防⽌対策に関しては当該時期の⾏政の指針等に従って⼤学が決定します。 
 
・安否確認の観点から、3 ⽇連続して出席の確認が取れない場合、担任（主任）から「本⼈」

に連絡をします。本⼈に確認が取れない場合、「緊急連絡先」もしくは「第⼀保証⼈」に
電話連絡をします。 

 
・KDU-LMS の掲⽰板には適宜重要な連絡事項が掲載されますので、１⽇２回程度は確認

してください。 
 
・下記の不正⾏為を⾏った者は懲戒処分（停学）の対象となります。具体的に、出席に関

する不正（ピ逃げ、代返・代筆、教室外からのアクセス等）、試験に関する不正（カンニ
ング、スマホ持ち込み等）、授業中の撮影・録画・録⾳、盗難等。 
※懲戒に関する規定第 3 条参照 

 
・2026 年度版履修ガイドは、システム変更に際して KDU-LMS を使⽤する⼀部⼿続きに変

更が⽣じる可能性があります。その場合は改めて周知します。 
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建学の精神 
全てのものに対する慈しみの⼼と⽣命を⼤切にする「愛の精神」の実践 

 
教育理念 

⻭科医師としての熟練と⼈間としての優しさを⾝につけるために、 
学をまなび、技を習い、⼈を識る愛の教育 

 
医療理念 

⽣命に対する畏敬の念 
 
教育⽬的 

教育基本法の精神に基づき、⾼き⼈格と豊かな識⾒を養い、かつ⻭科医学に関する⾼度
の学術理論及び技術を教授・研究し、有能な⻭科医師を育成することを⽬的とする。 

 
教育⽬標 

1. 幅広い教養を⾝につけ、⻭科医師としての豊かな⼈間性とコミュニケーション能⼒
を培う。 

2. 科学的探究⼼を持ち、⾃ら問題を発⾒し、解決する能⼒を⾝につける。 
3. ⼝腔領域の疾患を全⾝との関連で理解し、その予防、診断、治療に応⽤できる知識

と技術を修得する。 
4. ⻭科医学の最新知識を⽣涯学び続ける能⼒を持った⻭科医師を育成する。 
5. ⻭科保健医療を通じて、国⺠の健康増進、国際社会に貢献できる⻭科医師を育成す

る。 
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⼤学の３つのポリシー（⽅針） 
 
⼊学者受⼊れの⽅針（アドミッション・ポリシー） 
1. ⼈の痛みや苦しみを理解できる豊かな⼈間性と思いやりのある⼈ 
2. ⻭科医学·⻭科医療に興味を持ち、それを⼗分に習得できる基礎学⼒のある⼈ 
3. ⾃ら新しい課題に意欲的に取り組み、真理追求に対し積極性のある⼈ 
4. ⻭科医療を通して国⺠の健康維持・増進に貢献する意欲のある⼈ 
 
教育⽅針（カリキュラム・ポリシー） 
知識、技能、態度を総合的に修得するため、教養系科⽬、基礎系科⽬、臨床系科⽬のすべて
を「⻭科咬合医療系」、「⽣命科学⼝腔病態系」、「社会と⻭科医療系」および「神奈川⻭科⼤
学固有科⽬系」という４つのコースで体系的に編成し、それぞれ講義・演習・実習等を適切
に組合せた授業を開講する。 
 知識：教養および基礎医学知識から専⾨知識まで、全学年を通し累進的なカリキュラムを 
    編成し、主体的学修が⾝につくカリキュラムを編成する。 

技能：コミュニケーション能⼒および医療技術の教育を段階的に編成し、⻭科医師に必要 
な総合的技能を体得できるカリキュラムを編成する。 

態度：倫理教育およびプロフェッショナリズム教育を累進的に編成し、患者さんと誠実に
向き合う医療を実践するためのカリキュラムを編成する。 

 
卒業認定の⽅針（ディプロマ・ポリシー） 
1. 社会⼈としての必要な知識、教養、誠実さを備え、多様化する時代に対応できる能⼒を

有する。 
① 幅広い知識と教養を得るための主体的学修を⾏う能⼒を有する。（知識） 
② ⼈間関係を円滑に⾏うためのコミュニケーション能⼒を有する。（技能） 
③ 社会⼈としての倫理観と誠実さを有する。（態度） 

2. 医療⼈としての（⽣命に対する畏敬の念を旨とし、）豊かな愛の精神を備え、問題発⾒と
解決能⼒を有する。 
① 基礎医学と隣接医学に関する⻭科医師として必要な知識を有する。（知識） 
② 患者や医療スタッフと良好な情報共有を図るために必要なコミュニケーション能 
  ⼒を有する。（技能） 
③ 情報収集・分析⼒をもって医療に対する社会的ニーズを把握しようとする姿勢と他

者（患者やスタッフ）を敬愛する態度を有する。（態度） 
3. ⻭科医師として必要な臨床⻭学を体系的に理解し、⾼度な専⾨的学識を展開できる能⼒

を有する。 
① ⻭科保健医療に必要な専⾨的知識を有する。（知識） 
② 科学的根拠に基づいた⻭科保健医療に必要な技術を有する。（技能） 
③ 状況に応じて適切な対応が図れるプロフェッショナル意識を有する。（態度） 
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2026 年度 卒業判定基準 
 

以下に⽰す条件を満たし、総合⻭科学Ⅱを合格した場合、教授会の議に基づいて卒業とす
る。 
 

総合⻭科学Ⅱは通年科⽬（2026 年 3 ⽉〜2027 年 1 ⽉）とし、態度と知識の基準を満た
した場合に合格とする。基準を満たさなかった場合は不合格（現級留置き）とし、次年度に
総合⻭科学Ⅱを再履修しなければならない。 
 

・態度評価 
1．全ての講義、確認試験、全国公開模擬試験（全 4 回；0〜3）に臨む態度（出席状況）を

評価し、第 3 回全国公開模擬試験終了時に集計したものを態度評価とする。態度評価が
総じて 70.0％以上であること。 

  〈補⾜〉 
 ①全ての講義において、正当な理由のない⽋席は 1 コマにつき 0.3％の減点とする（2 の

補完修了が前提条件）。 
 ②全ての確認試験において、正当な理由のない⽋席は解答マークシート 1 枚（1 コマ）に

つき 1％の減点とする。また、全ての全国公開模擬試験（全 4 回；0〜3）において、正
当な理由のない⽋席は解答マークシート 1 枚（2 コマ）につき 1％の減点とする。 

 ③正当な理由のある⽋席の場合も、確認試験と全国公開模擬試験（全 4 回；0〜3）の⽋席
が解答マークシート 15 枚以上の場合は態度評価の合格を認めないことがある。 

2．原則的に、最終試験を含む総合⻭科学Ⅱの全⽇程に出席していること。あるいは、全て
の補完を修了していること。 
〈補⾜〉 

①第 5 回認定試験の前々⽇（2 ⽇前）17 時までに、それまでの講義の補完が修了していな
い場合、卒業⾒込み証明書を発⾏しないことがある。 

②第 6 回認定試験の前々⽇（2 ⽇前）17 時までに、全ての講義の補完が修了していない場
合、態度評価の合格を認めない。 

 
・知識評価 

1．国家試験出願⼿続きまでの卒業⾒込み認定試験（第 1〜5 回）における評価が 65.0％以
上であること。 

2．認定試験（第 1〜6 回）における総合評価（1 を含む）が 70.0％以上であること。 
3．最終試験における評価が必修領域 82.0％以上および⼀般・臨床実地領域 70.0％以上であ

ること。 
上記のいずれも基準を上回った場合を合格とする。 

〈補⾜〉 
①国家試験出願⼿続きまでの卒業⾒込み認定試験（第 1〜5 回）における評価が 65.0％未
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満である場合、卒業⾒込み証明書を発⾏しない（⻭科医師国家試験の出願を認めない）。 
②認定試験（第 1〜6 回）における総合評価が不合格（70.0％未満）である場合でも、最

終試験の⼀般・臨床実地領域において不⾜％を補⾜した場合、知識評価の合格を認める。 
③最終試験（1 次試験）で合格基準を満たした場合でも、最終試験（2 次試験）の評価が

著しく不良であった場合、知識評価の合格を認めないことがある。 
 

追１．総合⻭科学Ⅱ不合格者には⻭科医師国家試験受験票を配布しない。 
 

追２．学年 GPA（Grade Point Average）の算出においては、態度評価 20％、知識評価
（認定試験と最終試験の総得点）80%とする。 
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＜⼀般的事項＞ 
1. 授業時間と開始時刻 

授業時間は 1 コマ 90 分で構成されています。各時限の開始時刻は下記の通りです。各時限の開
始・終了時および終了 10 分前にチャイムでお知らせします。 

1 時限⽬  9：00〜10：30  3 時限⽬ 13：00〜14：30 
2 時限⽬ 10：30〜12：00  4 時限⽬ 14：30〜16：00 

5 時限⽬ 16：00〜17：30 
＊内容によっては授業時間を変更（延⻑等）します。 

 
2. 出席確認 

出席確認は KDU-LMS の出席記録機能で⾏います。補助員の指⽰に従って操作してください。ス
マートフォンの不具合等で KDU-LMS が使⽤できない場合、出⽋表に⾃筆してもらいますので、そ
の場で補助員に申し出てください。 

KDU-LMS や出⽋表の⾃筆での出席登録ができない場合、実際に授業に出席していたとしても、⽋
席となります。仮に担当教員・補助員や友⼈の証⾔があっても出席とは認められません。出席登録後
に不要に離席した際も⽋席とします。なお、出席状況によっては、授業中に複数回の出席確認を⾏い
ます。 

また、ピ逃げ、代返・代筆、教室外からのアクセス等の不正⾏為を⾏った際は懲戒処分（停学）の
対象となります。（懲戒に関する規定第 3 条参照） 

 
3. 補完 

⽋席した授業（講義）を補うための学修であり、講義動画（オンデマンド）を視聴してください。 
 
4. 授業⽇程・授業計画（シラバス） 

シラバスは KDU-LMS に掲載されています。KDU-LMS にアクセスして確認してください。担当
教員のオフィスアワー・メールアドレスも記載されています。 

また、KDU-LMS には授業内で使⽤する講義資料等の重要な情報が掲載されています。KDU-LMS
にアクセスして確認してください。 
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＜総合⻭科学Ⅱ：試験・評価＞ 
1. 認定試験の⽋席 

追試験がないため、正当な理由で⽋席した試験については、学修状況を鑑みた上で、他の回の試験
の得点率をもとに、上限を 100 点満点における 90 点として充てることとします。 

ただし、⽋席した試験は、登校を再開した⽇を含めて 3 ⽇以内に教学部で問題を受け取り解答し、
速やかに解答⽤紙を提出することを条件とします（その得点は参考であり、評価には⽤いません）。 

なお、複数回⽋席した場合、同様に各回の得点を算出しますが、その回数および学修状況によっ
ては、知識評価の合格を認めません。 

 
⽋席回の得点の算出⽅法 
1）国家試験出願の評価 

⽋席回の問題数（採点除外等の取扱い後）に、⽋席回を除く①〜⑤の総問題数（採点除外等の
取扱い後）における得点率（％；⼩数点第 2 位を四捨五⼊）を乗じた点数に、0.9 を乗じて、⽋
席回の得点（点；⼩数点第 1 位を四捨五⼊）とします。 
その得点を⽤いた①〜⑤の得点率に基づき、評価します。 

2）総合評価 
⽋席回の問題数（採点除外等の取扱い後）に、⽋席回を除く①〜⑥の総問題数（採点除外等の
取扱い後）における得点率（％；⼩数点第 2 位を四捨五⼊）を乗じた点数に、0.9 を乗じて、⽋
席回の得点（点；⼩数点第 1 位を四捨五⼊）とします。 
その得点を⽤いた①〜⑥の得点率に基づき、評価します。 

 
例）第 3 回を⽋席した場合（問題数も含めて例⽰です） 

 
 
 
 
 

1）国家試験出願の評価 
③ ＝ 160 × 75.3％（①・②・④・⑤の総問題数における得点率）× 0.9 ＝ 108 点 
この 108 点を⽤いた①〜⑤の得点率に基づき、評価します。 

2）総合評価 
③ ＝ 160 × 74.4％（①・②・④・⑤・⑥の総問題数における得点率）× 0.9 ＝ 107 点 
この 107 点を⽤いた①〜⑥の得点率に基づき、評価します。 

 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
問題数 144 168 160 166 166 156 
得点 112 126  123 124 110 

得点率 77.8 75.0  74.1 74.7 70.5 
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  ※各回の⼀部（半⽇）を⽋席した場合、受験した⼀部の点数は採⽤し、⽋席した⼀部のみに上記の 
算出⽅法を⽤います。 

 
2. 認定試験・最終試験における留意事項 

1）原則として、受験者の集合時刻は試験開始 10 分前とします。集合時刻に複数回遅刻した場合、 
その回数および学修態度によっては、知識評価の合格を認めません。 

2）当該年度の学⽣証を所持しない者の受験を認めません。ただし、所定の⼿続きにより仮学⽣証を 
  交付された者はこの限りではありません。 
3）受験者は指定された場所に着席し、静粛に受験してください。 
4）原則として、試験中の筆記⽤具等の貸借、下敷きの使⽤、飲⾷を認めません。 
5）試験開始前に、カバン、教科書・講義資料・ノート、筆箱は指定場所（教室の前⽅または後⽅） 

に移動し、携帯電話等の電源は切ってください。違反した場合は不正⾏為とみなします。 
6）試験開始後 20 分を経過した場合、試験場に⼊室することはできません。また、試験場に⼊室し 
  た者は、試験開始後 25 分を経過するまで退室することはできません。 
7）その他、試験場においては監督者の指⽰に従ってください。指⽰に従わない場合は不正⾏為とみ 

なします。 
 
3. 認定試験・最終試験における不正⾏為への対応 
   神奈川⻭科⼤学試験規程に準じ、当該試験を総じて無効とします。また、年度内におけるその後

の認定試験および最終試験の受験資格を与えません（総合⻭科学Ⅱ不合格）。 
なお、処分内容については学則第 45 条に基づき学内に掲⽰するとともに、第⼀保証⼈宛に通知

します。 
 
4. 認定試験・最終試験におけるマークシートの記⼊ミス 

学年・番号等の記⼊ミスがあった場合、当該学⽣を呼び出します。試験翌⽇朝までに呼び出しに応
じない場合、採点しません。 

ただし、修正は認定試験①〜⑥を通じて 2 回（解答マークシート 2 枚）限り、最終試験の 1 次・2
次を通じて 1 回（解答マークシート 1 枚）限りとし、それぞれの回数以降の記⼊ミスは採点せずに
0 点とします。 

 
5. 認定試験・最終試験における疑義 
   疑義については下記の記載事項（①〜④）を記⼊し、指定された学年メールに送信してください。 

受付期間は KDU-LMS の掲⽰板で案内されます。 
・件名：○○試験に関する疑義 



10 
 

・本⽂：①学年、②出席番号、③⽒名、④疑義内容（問題番号を明確に記載すること） 
※期間外および必要事項が記載されていない場合、疑義は受け付けません。 

 
6. 成績不良および出席状況不良への対応 

① 成績不良および出席状況不良の場合、担任による本⼈に対する指導を⾏います。 
② ①で改善がみられない場合、学年主任・副主任による本⼈に対する指導を⾏います。 
③ 成績不良および出席状況不良の内容に応じて、教学部部⻑または学⻑による本⼈に対する指導

および三者⾯談（本⼈・保護者・⼤学）を⾏います。 
※1. 指導内容（指導記録）については、第⼀保証⼈に送付する場合があります。 
※2. 成績不良の基準：各回の認定試験終了時における総合評価（平均得点率）が 65.0％未満 

 
 
＜遅刻・⽋席＞ 
1.  遅刻 

遅刻の扱いはありません。遅刻した場合は⽋席したものとみなします。授業の開始時間前には着席
しておいてください。 

 
2.  ⽋席 

授業（認定試験、確認試験、全国公開模擬試験（全 4 回；0〜3）を含む）を⽋席する場合は、開始
前までに学年メール（stu6@kdu.ac.jp）に連絡してください（P12 のフローチャート参照）。正当な
理由がある場合は、登校を再開した⽇を含めて 3 ⽇以内に、病気、忌引き、その他の理由の分かる証
明書等を添付し、⽋席届を KDU-LMS 上で提出してください。登校後 4 ⽇以降の⽋席届は原則とし
て受理されません。なお、最終試験前等で、登校を再開後３⽇以内の提出に⽀障がある場合は、教学
部から個別に指⽰しますが、原則として最終試験 1 次試験の 5 ⽇前 17 時までに提出してください。 

正当な理由の有無を問わず、速やかに補完を⾏わなければいけません（態度評価 2）。講義動画（オ
ンデマンド）を受講する際は、指定されたアカウントからログインしてください。指定された⽅法以
外でログインした場合、記録が確認できないため無効となるので注意してください。 

なお、第 5 回認定試験の前々⽇（2 ⽇前）17 時までに、それまでの講義の補完が修了していない
場合、卒業⾒込み証明書が発⾏されないことがあります。また、第 6 回認定試験の前々⽇（2 ⽇前）
17 時までに全ての講義の補完が修了していない場合、態度評価の合格を認めません。 

加えて、3 ⽇以上連続して出席の確認が取れない場合、安否確認の観点から「本⼈」に電話で確認
を⾏います。「本⼈」と連絡が取れない場合、「緊急連絡先」もしくは「第⼀保証⼈」に電話で確認
を⾏います。 
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3.  病気療養等による⻑期⽋席 
持病や⼊院等の予定がある者は、事前に教学部に相談してください。ただし、⽋席する期間によっ

ては、態度評価の合格を認めないことがあります。 
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4.  学校保健安全法施⾏規則に定める感染症による病⽋の扱い 
学校感染症による⽋席が証明できる書類（領収書、診療報酬明細書、調剤明細書、感染症罹患証明

書等）の提出により病⽋と認めます。「学校感染症の種類と登校停⽌期間の基準」と「インフルエン
ザ出席停⽌期間の基準」早⾒表は章末に別表で⽰してあります。 

※新型コロナウイルス感染症に関しては当該時期の⾏政の指針等に従って⼤学が決定します。 
 
5.  公共交通機関の運休による⽋席および遅延による遅刻 

公共交通機関の運休等、交通⼿段が確保できない場合、正当な理由のある⽋席と認められます。
出席できなかったコマの補完を修了させてください。登校を再開した⽇を含めて３⽇以内に⽋席届
と遅延証明書を KDU-LMS 上で提出してください。最終試験前等で、登校を再開後３⽇以内の提出
に⽀障がある場合は、教学部から個別に指⽰します。 

午前 9 時の時点で鉄道各社の運⾏ホームページに掲載された運休・遅延を対象とします。同ホー
ムページから遅延証明書を取得し KDU-LMS 上で提出してください。駅で配布する証明書は認めま
せん。また、⾃⼰都合による遅刻を届け出ることは厳に認められません（例：寝坊で遅刻したにも
かかわらず遅延証明書を提出する⾏為）。 

公共交通機関の遅延に伴う⽋席については、以下の条件を全て満たす場合のみ認められます。た
だし、交通機関の状況にかかわらず、余裕をもった通学を⼼掛けてください。 

１．同⼀の路線で 15 分以上の遅延が発⽣した場合に限る。 
（複数路線の遅延時間を合算することは不可） 

２．対象は遅延当⽇の最初のコマのみとする。 
それ以降のコマについては、通常どおり出席すること。 

３．遅延証明書を提出すること。 
４．遅延当⽇を含めて 3 ⽇以内に⽋席届を提出すること。 
※同⼀路線で 60 分以上の遅延が発⽣した場合、教学部にて審議の上、対応を決定します。 

 
 
＜その他＞ 
1.  授業内容の撮影・録画・録⾳の禁⽌ 

全ての講義（ガイダンス・試験を含む）において撮影・録画・録⾳等の⾏為は認められません。こ
のような⾏為は、著作権の侵害に該当する場合もあり、懲戒処分の対象となることがあります。 

 
2.  授業動画や教材の複製・配布の禁⽌ 
   ⼤学が提供する講義動画（オンデマンド）や講義資料を含む全ての教材を無断で複製・配布するこ

とは認められません。このような⾏為は、著作権の侵害に該当する場合もあり、懲戒処分の対象とな
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ることがあります。 
 
3.  授業に関わる個⼈情報などのソーシャル・ネットワーキング・サービス投稿の禁⽌ 
   全ての講義（ガイダンス・試験を含む）において知り得た個⼈情報などの機微情報（患者情報・画

像等）を、家族を含む第三者に漏らしたり、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）に投
稿する等、情報漏洩に相当するような⾏為は固く禁じます。違反した場合は、懲戒処分の対象となる
ことがあります。 

 
4.  災害時の対応 

災害や停電等の不測の事態により授業の実施が困難な場合、KDU-LMS に掲⽰しますので確認し
てください。 
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学校保健安全法施⾏規則第 18 条に定める感染症の種類 
学校感染症の種類と登校停⽌期間の基準 

分 類 病 名 出席停⽌期間 

第 1 種 

エボラ出⾎熱、クリミア・コ
ンゴ出⾎熱、南⽶出⾎熱、痘
瘡、ペスト、マールブルグ熱、
ラッサ熱、急性灰⽩髄炎（ポ
リオ）、ジフテリア、SARS、
MARS、特定⿃インフルエン
ザ、新型インフルエンザ等感
染症、指定感染症、新感染症 

治癒するまで 

第 2 種 

インフルエンザ（特定⿃イン
フルエンザをのぞく） 

発症した後、発熱の翌⽇を 1 ⽇⽬として 5 ⽇を経過し、
かつ、解熱した後 2 ⽇を経過するまで  

新型コロナウイルス感染症 
発症した後５⽇を経過し、かつ、症状が軽快したあと１
⽇を経過するまで 

百⽇咳 
特有の咳が消失するまで⼜は 5 ⽇間の適正な抗菌薬療法
による治療が終了するまで  

⿇疹（はしか） 解熱した後 3 ⽇を経過するまで  
流⾏性⽿下腺炎 
（おたふくかぜ・ムンプス） 

⽿下腺、顎下腺⼜は⾆下腺の腫脹が出現した後 5 ⽇を経
過し、かつ、全⾝状態が良好になるまで  

⾵疹（三⽇はしか） 発疹が消失するまで  
⽔痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂⽪化するまで  
咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消退した後 2 ⽇を経過するまで  

結核 
症状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認められるまで  

髄膜炎菌性髄膜炎 
症状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認められるまで 

第 3 種 

コレラ 症状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認められるまで 細菌性⾚痢 

腸管出⾎性⼤腸菌感染症 
（O-157など） 
腸チフス 
パラチフス 
流⾏性⾓結膜炎 
急性出⾎性結膜炎 
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＜その他感染症＞以下のもの 症状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認められるまで ・溶連菌感染症 

・⼿⾜⼝病 
・伝染性紅斑（リンゴ病） 
・ヘルパンギーナ 
・マイコプラズマ感染症 
・流⾏性嘔吐下痢症 

※体調不良、発熱などある場合、まずは、無理をして登校せず、医療機関を受診しましょう。 
⾃⾝の⾝体のこともさることながら、周囲の⼈への感染など迷惑⾏為を⾏わないようにしましょう。 
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神奈川⻭科⼤学⻭学部の学⽣の皆さんへ：⽣成 AI の授業における利⽤について Ver.1.1 

 
2026 年 3 ⽉ 13 ⽇ 

学⻑ 櫻井 孝 
 

⽣成 AI を含む AI の利活⽤は、利便性や⽣産性の向上、さらには⼈間の様々な能⼒をさらに発揮するこ
とを可能とするなど、経済社会を前向きに変えるポテンシャルがあります。⼀⽅で、AI の信頼性や誤⽤・
悪⽤などの懸念やリスクも指摘されており、論点整理では、しっかりと懸念やリスクへの対応とバランス
を取りながら進めていく必要があるとされています。 

神奈川⻭科⼤学⻭学部の⽅針として、⽣成 AI の利⽤について、下記のように⽅針を定めましたので、
適切な活⽤を⼼掛けてください。 
 
1. 「本学の対応」神奈川⻭科⼤学⻭学部では、⽣成 AI の利⽤を⼀律に禁⽌はいたしません。 
 
2. 「授業での利⽤」⽣成 AI に関しては、その特徴として⽣成されたものの内容の真偽について⼀切保

証されません。従って適切に活⽤していく上では、情報の真偽を確かめること（いわゆるファクトチ
ェック）が必要となります。また、学修において⽣成 AI による⽂章をそのまま利⽤すると思考過程
の訓練の機会が失われ、⻑期的には当⼈の能⼒向上が損なわれます。授業での⽣成 AI の利⽤の可否
および利⽤条件、利⽤結果の評価については科⽬担当責任者が慎重に判断いたします。 

 
3. 「不適切利⽤」レポート等に関しては、引⽤した⽂献を明記し⾃分なりの考察を記載することが求め

られます。授業課題を提出する際に、⽣成 AI が⽣成した⽂章等をそのまま⾃分の⽂章として⽤いる
ことは認められません。 

 
4. 「法的リスク」⽣成 AI の⽣成物には著作権等の問題が⽣じる可能性があります。従って、そのまま

利⽤することは法的なリスクを伴う可能性があるため注意してください。また、⽣成 AI ⽤いた場合
にはどのツールを⽤いたか記載が求められる可能性があります。 

 
5. 「情報漏洩」⽣成 AI に⼊⼒した情報は、その AI 学習に⽤いられる可能性があります。従って、機密

情報や個⼈情報等を⼊⼒してしまうと、情報漏洩の恐れがあるため絶対に⼊⼒してはいけません。 
 
6. 「⼤学の信⽤を損なう利⽤」虚偽情報の作成・拡散、なりすまし⾏為、学⽣・教職員への嫌がらせ、

誹謗中傷、差別的表現などの作成に利⽤してはいけません。 
 
7. 「その他」⽣成 AI についての留意事項は、状況に応じて今後アップデートを⾏う予定です。 


